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令和６年第４回教育委員会会議録 

■会議名 令和６年第４回忠岡町教育委員会定例会 

■日 時 令和６年４月２４日（水）午前１０時から午前１０時５５分 

■場 所 忠岡町役場 ３階 研修室３ 

■出席者 教育委員会委員 

教育長職務代理者 新田 哲也 

委員       谷野 しづこ 

委員       竹林 正訓 

委員       德田 久子 

     事務局 

教育部長兼教育総務課長  村田 健次 

教育部理事兼学校教育課長 石本 秀樹 

教育部生涯学習課長    春日 正人 

教育部学校教育課参事   黒木 謙太 

教育部教育総務課主査   石田 知代 

■傍聴者数 ３名 

■会議録署名委員 竹林委員 

■議事日程 

日程第１ 報告第１３号 行事等報告について 

日程第２ 報告第１４号 町立各学校行事について 

日程第３ 報告第１５号 忠岡町教育委員会事務局所属職員の異動について 

日程第４ 報告第１６号 忠岡町立学校教職員の異動について 

日程第５ 報告第１７号 令和６年度忠岡町一般会計予算（教育関係）について 

日程第６ 報告第１８号 忠岡中学校卒業生（第７６期：令和６年３月卒業）進

路状況について 

日程第７ 議案第１５号 忠岡町立忠岡中学校生徒指導主事等の任命について 

日程第８ 議案第１６号 令和６年度忠岡町立義務教育諸学校教科用図書選定

委員会委員の任命等について 

日程第９ 議案第１７号 令和６年度忠岡町立義務教育諸学校教科用図書選定

委員会への諮問について  

日程第10 議案第１８号 忠岡町教育委員会後援名義の使用申請について 
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その他 
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■会議の内容 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

只今から令和６年第４回忠岡町教育委員会定例会を開催致しま

す。 

 まずこの会議に先立ちまして私の方から 1 点報告をさせていただ

きます。先だって 3 月 29 日の日に臨時の委員会を開きまして、只

今教育長が不在という事で教育委員が教育長の職務を代理する場合

の事務委任に関する規則というものが議決されまして、第 2 条にあ

ります事務の委任という事で教育長職務代理者は、次に掲げる事項

を除き、教育長の事務の一部を教育委員会事務局の職員に委任する

ことができる。という事で入っていますので教育委員会議は議長を

させていただきますけれども事務等については、基本的には部長の

方に委任するということになっております。部長も色々大変とは思

いますがよろしくお願いします。町長の方にも次の教育長をお願い

しておりますが、なかなか決まらないみたいなんですけれども皆様

方のご協力をよろしくお願いいたします。それでは、会議に入らせ

ていただきます。 

 

（ 開会 午前１０時００分 ） 

 

本日は、出席委員定数に達しておりますので、委員会は成立して

おります。 

なお、本日傍聴の申し出があります。3 名の方です。 

傍聴を許可することにご異議ございませんでしょうか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、傍聴される方の入室をお願いいたしま

す。 

（ 傍聴者 ３名入室 ） 

 

本日の会議録署名委員を会議規則第１６条第３項の規定により、

教育長職務代理者の指名として、ご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 
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新田教育長 

職務代理者 

 

 

石田主査 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

石田主査 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

春日課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご異議がないので、竹林委員にお願いいたします。 

それでは議事に入ります。 

議事日程を事務局より朗読願います。 

 

（ 議事日程朗読 ） 

 

日程第１・報告第１３号「行事等報告について」を議題と致します。

事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

それでは、３ページをお願いいたします。 

令和６年３月分の社会教育行事等 についてご報告いたします。  

３月１日（金）に、のびのびサロンを児童館にて実施し、参加人数

は２名でございました。 

３月３日（日）には、おもちゃの病院を児童館にて実施いたしまし

た。 

３月８日（金）には、こども会育成者協議会定例会を文化会館地下

会議室にて実施いたしました。 

３月１０日（日）には、ただおかマラソンを新浜緑地で開催いたし

ました。 

３月１３日（水）には、子育て親サロンを児童館にて実施し、参加

人数は３名でございました。 

３月１４日（木）には、乳幼児健診に来られた方に、ブックスター

ト事業（ブックセカンド）として、７名の方に絵本を配布いたしま

した。 

３月１７日（日）には、児童教室キッズクラブの発表及び展示会を

児童館にて開催いたしました。 

３月１９日（火）には、乳幼児健診に来られた方に、ブックスター

ト事業（ブックサード）として、２１名の方に絵本を配布いたしま

した。 
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新田教育長 

職務代理者 

 

德田委員 

 

 

春日課長 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

 

 

德田委員 

 

 

 

 

春日課長 

 

 

 

 

 

３月２２日（金）には、青少年指導員協議会定例会を文化会館地下

会議室にて開催いたしました。 

３月２９日（金）には、忠岡町民運動場がリニューアルオープンさ

れたことに伴い、内覧会を開催いたしました。 

 次ページ以降の「事業報告」及び「各施設の利用状況」等につき

ましては、ご高覧頂きますよう宜しくお願いいたします。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

３月２９日の日に町民運動場の内覧会をされたということなんです

けれども実質いつから使用される予定ですか。 

 

こちらは、３月２９日にオープンをさせていただいております。 

 

町民の方は、だいぶきれいになってだいぶ以前よりも土が５０㎝く

らい高くなっているらしいですね、真ん中で。水はけが、先週ちょ

うどグリーンカップの決勝をそこでやっておりまして、雨が降って

いたんですけれども、以前だったらあの雨では使用できなかったも

のが、最初は小降りで３時位になってから水が浮いてきたので砂を

入れたといっていましたが、以前に比べたら数段水はけが良い。そ

れなりのお金を使っているので当然だと思いますけれども。 

 

町民グランドできても日頃の手入れ、メンテナンスしていかないと

すぐダメになってしまうんで取り決めというのも。３月２９日から

オープンされてほぼ 1 か月位たつんですけれどもどういった状況に

なっていますか 

 

まだ、きちっとした方向性はないんですけれども我々生涯学習課の

方で定期的に町民運動場を見に行かせていただいて、どういうもの

が、今後メンテナンスが必要となってくるのかということを今年度

精査させていただいて来年度以降管理面に関して実行していきたい

と考えております。 
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德田委員 

 

 

 

 

 

 

竹林委員 

 

春日課長 

 

竹林委員 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

石田主査 

ぜひお願いいたします。中学校の運動場で使っているということも

あって、保護者の方から大きな金額の税金を投入してされたもので

すので、皆さん非常に関心があるということとそれだけのお金をか

けてやったわけですから町としても責任があると思いますのでそこ

のところは、早急にしっかりとしたものを作って実行していってい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

付け加えて。たぶん貸出もするんでしょうね。 

 

そうですねはい。 

 

使った後の片づけとか整備ですねそのあたりも徹底してもらって、

使用者の責任とかも果たしてもらうことが大事かなと思います。 

 

グリーンカップ使っていたんですけれども以前は路駐というのか壁

面にずーと止めていたんですがあそこがバリカー立ってますよね、

車止められなくなってるんでその辺のところを使用者に車で来場の

際は、必ずどこそこ駐車場初期の案内のところに書いてたじゃない

ですか、その辺のところの徹底をやっぱり近隣のところとか止めて

もらうようにご指導お願いします。またあそこに車止めているとよ

けいに危ない一通のところで。 

 

他に何かございませんか。 

他に、ご質疑がないようですので、日程第１・報告第１３号「行事

等報告について」を報告どおり承認することにご異議ございません

か。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することといたします。 

次に日程第２・報告第１４号「町立各学校行事について」を議題と

致します。事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 
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新田教育長 

職務代理者 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

德田委員 

 

 

 

 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

学校行事についてご報告させていただきます。 

１７ページをお願いいたします。 

忠岡小学校でございます。 

 ５日 入学式 入学式ありがとうございました。 

８日 始業式 

１０日から２年生から６年生の給食開始となっております。 

１７日から１年生給食開始 

１８日 ６年生が学習状況調査、５、６年生 すくすくウオッチ３・

４年生 ＣＲＴテストになっております。 

２５日が授業参観・ＰＴＡ総会 

２６日から家庭訪問が始まっております。 

続きまして１８ページをお願いします。 

東忠岡小学校でございます。 

２５日が参観・ＰＴＡ総会 

２６日（金）から家庭訪問となっております。 

続きまして１９ページをお願いいたします。 

忠岡中学校でございます。 

１０日から１９日まで定期面談 

１８日が全国学力・学習状況調査 

４月２２日から２６日までが家庭訪問となっております。 

報告は以上となってございます。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

各学校で内科検診というのがされてますよね。それで新聞やテレビ

で知ったんですけれども今忠岡の状況どうなっているのかを知りた

いんです。というのは内科検診の時に上半身を裸にして受けると。

それのやっぱり昔はそれでいまもそれをされているところがあるみ

たいなんですけれども。今は、時代とともに上半身裸で受けるとい
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石本理事 

 

 

 

 

 

德田委員  

 

 

 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

うことに抵抗がある。受けるときはそれで仕方がないんですけれど

もそれを待機して待っているときも裸の状態で待たせたりとかいう

事があって、文部科学省からそれに対して注意をするようにとか何

か通達が出ているみたいなんですけれどもちょっと今忠岡の状況と

か。今、わからないと思うんですけれどもまた確認しといていただ

けますか。 

 

昨年度の段階で委員おっしゃられたように通知がございましたん

で、当時の担当の教育みらい課の方が学校医と相談いたしまして、

そのあたりは、適切に対応するということで、ただ詳細の方が再度

確認させていただきましてもし差支えなければ次回の定例会の方で

ご報告させていただくという事でよろしいでしょうか。 

 

適切にていう表現がすごく曖昧で考えている人によってすごく児童

もそうですし、保護者もそうですし、教職員とかそのへんがかなり

曖昧さが残っていててやっぱり違和感というのかなそういうような

傾向とかあるようなそこを知りたいです。次回で結構です。 

 

一定委員おしゃってくださったように配慮面ということで。もう 1

点はやはり予防という事で検診という事で、そういうのも必要とい

う事になりますので、そのあたりも含めまして昨年詳細に学校と決

めておりますので、そこだけ今資料手持ちにございませんので次回

にご報告させていただきます。 

 

他に何かございませんか。 

他に、ご質疑がないようですので、日程第２・報告第１４号「町立

各学校行事について」を報告どおり承認することにご異議ございま

せんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第３・報告第１５号「忠岡町教育委員会事務局所属職員の

異動について」を議題と致します。事務局より議案の朗読を願いま
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石田主査 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

村田部長 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

石本理事 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

す。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

   

２３ページを読み上げ 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

ご質疑がないようですので、日程第３・報告第１５号「忠岡町教育

委員会事務局所属職員の異動について」を報告どおり承認すること

にご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第４・報告第１６号「忠岡町立学校教職員の異動について」

を議題と致します。事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

２７ページ読み上げ。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

ご質疑がないようですので、日程第４・報告第１６号「忠岡町立学

校教職員の異動について」を報告どおり承認することにご異議ござ

いませんか。 
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新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

石田主査 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

村田部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第５・報告第１７号「令和６年度忠岡町一般会計予算（教

育関係）について」を議題と致します。事務局より議案の朗読を願

います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

議案書の 31 ページをお願いいたします。まず初めに、４月１日の機

構改革により就学前が健康福祉部に所管替えとなった関係から歳入

及び歳出におきまして大幅な減少が生じております。 

歳入におきましては、分担金については、保育料滞納分であったた

めなくなっております。使用料・国庫支出金・府支出金・地方債に

ついても民生費関連は、こども課に所管替えが行われたため減額と

なっております。 

歳出につきましては、児童福祉費が就学前の為なくなっております。

教育総務費については、機構改革による職員数の減が大きな影響と

なっております。小学校費・中学校費については、大きな事業とし

て屋内運動場に令和 7 年度を目途に空調工事を実施いたします。今

年度は、その設計業務を計上させていただいております。また、令

和 5 年度は、学校給食調理業務委託が入札年であったため入札執行

のため、大き目な予算となっておりました。今年度は、入札差金を

なくした予算計上となっているため、中学校費においてマイナスと

なっております。町民運動場改修工事が令和 5 年度で終了したため、

社会教育費が減額となっております。説明は、以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 
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谷野委員 

 

 

村田部長 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

石田主査 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

石本理事 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

谷野委員 

 

 

 

小学校中学校空調整備工事設計委託について今年度は設計で来年度

以降は実施予定でよろしいでしょうか。 

 

今現在ホームページ上で設計業務につきましてプロポーザルで業者

選定を実施している最中でございます。今年度中に設計を終了させ

令和 7 年度で設置したいと考えているところでございます。よろし

くお願いいたします。 

 

他に何かございませんか。 

他に、ご質疑がないようですので日程第５・報告第１７号「令和６

年度忠岡町一般会計予算（教育関係）について」を報告どおり承認

することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第６・報告第１８号「忠岡中学校卒業生（第７６期：令和

６年３月卒業）進路状況について」を議題と致します。事務局より

議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

３３ページを読み上げ 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

忠岡中学校が非常に落ち着いてきていて、いい状態になってきてい

るなというのを見ていて感じています。小学校の私立中学校にいく

人数が減ってきていて地元の中学校に行くようになったのかなとい

う気がするんですけれども去年何人だったかというのはわかります
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石本理事 

 

 

 

 

谷野委員 

 

 

 

 

德田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石本理事  

 

 

か。 

 

ありがとうございます。昨年度でございます。昨年度は合計人数が

１３９名ございましてそのうち私学に進学したお子さんは１１名で

ございましたので、委員ご指摘していただいたように人数の方は減

っております。 

 

忠岡中学校が学力自体はわからないんですが、授業内容とか態度で

すかね、外に出てうろうろしている子が減っているのかなと感じて

いるんです。この調子で落ち着いた状態が続くようよろしくお願い

いたします。 

  

おしゃっていただいているように落ち着いている状況であるという

のは、非常にいいことだと思うんですけれども私立の中学への進学

というのは、やっぱり保護者の経済状況が考えられるので落ち着い

ているから忠岡中学校に行かせるとは限らないと思うんですね。ど

っちか迷ったときに忠岡中学校でもいいかという考える方もいらっ

しゃるとはおもうんですけどもそれが１００％忠岡中学校に進学す

る理由ではないかなとは私は思います。やっぱり私は中学から私立

の中学に進学させたんですけども、私立の中学校と公立の中学校の

根本的に違うのが、学力に応じた指導をするという部分が一番大き

く違うところなんです。公立という観点から行くと全く私立と同じ

ようにはできないとは思うんですけれども、今習熟度によってクラ

ス分けをして授業をしている教科も忠岡中学校も小学校もしていた

だいておりますけれどもそこんところもやっぱりもう少し取り組ん

でいただいて、忠岡中学に行っても深い学びをしたいこどもたち、

できる子どもたちにそういった機会も与えて、習得するまでに時間

がかかる子ども達には、わかりやすい授業をしてきちっとした学習

過程をそういった部分をもう少し深めていってほしいなとは思って

います。 

 

ありがとうございます。まずしっかりと落ち着いて授業ができる環

境そして今ご指摘いただいた様に習熟の方が大阪府の加配を活用し

まして、中学校の方でも１年生と３年生小学校の方でも実施させて
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新田教育長 

職務代理者 

 

竹林委員 

 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

石田主査 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

石本理事 

 

 

いただいておりますので、引き続いて特色ある教育活動づくりで指

導してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

他に何かございませんか。 

 

 

今の件に引き続いて公立学校のよさというのは色々な能力を持った

子ども個性を持った子どもたちが同じ集団で教えあい磨きあって成

長していく子ども同士の係わりを大事にしながら授業を進めていく

という辺りにあると思うんでそういうことを根本において指導をし

ていっていただけたらと思います。以上です。 

 

小さな忠岡町で、２小１中で。小さなところで逆にその辺をうまく

生かして、よりよい小学校中学校にしていただきたいと思います。 

 

他に、ご質疑がないようですので日程第６・報告第１８号「忠岡中

学校卒業生（第７６期：令和６年３月卒業）進路状況について」を

報告どおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第７・議案第１５号「忠岡町立忠岡中学校生徒指導主事等

の任命について」を議題と致します。事務局より議案の朗読を願い

ます。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

忠岡町立忠岡中学校生徒指導主事等の任命についてご説明させてい

ただきます。４０ページをお願いいたします。 

下段「忠岡町立小学校及び中学校の管理運営規則の第６条に、生徒
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新田教育長 

職務代理者 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

石田主査 

指導主事及び進路指導主事は、教諭のうちから校長の意見を聴いて

教育委員会が命ずるとなっております。上段が、学校長からの推薦

書でございます。 

３９ページにお戻りください。 

生徒指導主事  

指導教諭 中川原 美香  

発令日  令和６年４月１日付 

中川原指導教諭につきましては、昨年度末で教職経験が１９年で、

昨年度から指導教諭として任用いたしております。これまでも、ソ

レイユ（適応指導教室）と中学校との連携において、不登校支援等

に関して、中心的役割を果たしております。 

進路指導主事 

教諭 出光 啓二郎  

発令日  令和６年４月１日付 

出光教諭につきましては、教職経験が１２年で、今年度３年を担当

しております。例年、３年担当が進路指導主事をしております。 

以上、２名を、それぞれ、生徒指導主事、進路指導主事に任命した

いと存じますので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

ご質疑がないようですので日程第７・議案第１５号「忠岡町立忠岡

中学校生徒指導主事等の任命について」を原案のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。 

次に日程第８・議案第１６号「令和６年度忠岡町立義務教育諸学校

教科用図書選定委員会委員の任命等について」を議題と致します。

事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 
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新田教育長 

職務代理者 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

令和６年度忠岡町立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の任

命等についてご説明いたします。 

まずは、教科用図書採択、いわゆる教科書採択の概要についてご説

明させていただきます。 

教科書の採択とは、学校で使用する教科書を決定することでござい

ます。 

公立学校で使用される教科書を決定する権限については、その学校

を設置する市町村や都道府県の教育委員会にあります。 

採択にあたっては採択地区が決められており、採択地区内で同一の

教科書を採択することとなっております。 

本町の場合、泉北郡地区で、忠岡町のみで、忠岡町で同一の教科書

を採択します。 

教科書採択は、原則４年ごとに実施され、今年度中学校教科書採択

が実施されます。 

学校教育課 資料１の２．採択方法をご覧ください。 

教科書採択にあたり、教育委員会が調査、資料作成、選定という全

ての作業を行うことは、大変な時間等が必要となります。 

そのため、まず、教育委員会が選定委員会に諮問します。選定委員

会は、選定資料作成委員会に諮問し、選定資料作成委員会は、調査

員に調査を依頼します。 

ところが、本町を含め、近隣の高石市、泉大津市がそれぞれ単独で

調査することも多くの調査時間が必要です。そのため、選定資料作

成委員会及び調査員は、２市１町で共同調査研究事務を行います。 

そして、調査を依頼された調査員から選定資料作成委員会に報告が

上げられ、選定委員会に具申されます。具申を受けた選定委員会は、

調査研究を行い、その選定に関して教育委員会に答申、意見を述べ

ます。その答申を受け、忠岡町教育委員会として採択を行います。 

以上が、教科書採択の流れについての説明ですが、本日は、選定委

員会選定委員の任命についてご審議願います。 

学校教育課 資料２をご覧ください。忠岡町立義務教育諸学校教科

用図書選定委員会規則でございます。（委員）第５条 委員は、次に
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新田教育長 

職務代理者 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

石田主査 

 

新田教育長 

職務代理者 

掲げる者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。 

教育委員会事務局職員、忠岡町立義務教育諸学校の校長、忠岡町立

義務教育諸学校に在籍する児童・生徒の保護者となっております。 

学校教育課資料１を再度ご覧ください。 

任命する委員の構成でございますが、 

忠岡町立義務教育諸学校の校長 ２名以内 

忠岡町立義務教育諸学校に在籍する児童・生徒の保護者 ２名以内 

忠岡町教育委員会事務局より２名となっております。 

なお、委員につきましては、現在、選定中でございますので、決ま

り次第、教育委員の皆様に選定委員会名簿をお示しさせていただき

ます。 

あわせて、選定委員会名簿の公開につきましては、適正な採択事務

の妨げとなるため、採択事務の終了までは、非公開とさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

どうぞ、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

ご質疑がないようですので日程第８・議案第１６号「令和６年度忠

岡町立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の任命等につい

て」を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。 

次に日程第９・議案第１７号「令和６年度忠岡町立義務教育諸学校

教科用図書選定委員会への諮問について」を議題と致します。事務

局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 
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石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

石田主査 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

村田部長 

 

 

 

 

 

令和６年度忠岡町立義務教育諸学校教科用図書選定委員会への諮問

について、ご説明いたします。 

４５ページをお願いいたします。 

選定委員会委員の任命について、先ほど、ご承認いただきましたが、

令和７年度使用 忠岡町立中学校 教科用図書の採択に係る調査研

究について、忠岡町義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則に基

づき、本町教育委員会として、選定委員会に対し諮問することにつ

いて、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

ご質疑がないようですので日程第９・議案第１７号「令和６年度忠

岡町立義務教育諸学校教科用図書選定委員会への諮問について」を

原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。 

次に日程第１０・議案第１８号「忠岡町教育委員会後援名義の使用

申請について」を議題と致します。事務局より議案の朗読を願いま

す。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

議案書の 49 ページをお願いいたします。泉大津ライオンズクラブ

より第 1 回泉大津ライオンズクラブ杯 子ども・親子ボウリング大

会の後援名義の申請がございました。青少年の育成を目的に、泉大

津市・忠岡町の小学生を対象に６月１６日(日)にフタバボウルで実

施されるものでございます。忠岡町教育委員会の外には、泉大津市

教育委員会にも申請されております。泉大津市教育委員会におきま
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新田教育長 

職務代理者 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

 

 

新田教育長 

職務代理 

 

新田教育長 

職務代理者 

 

 

しては既に承認済と伺っております。説明は、以上でございます。

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

ご質疑がないようですので日程第１０・議案第１８号「忠岡町教育

委員会後援名義の使用申請について」を原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。以上で、本

日提出されました議案はすべて終了致しました。 

 

傍聴者は、ご退室をお願いいたします。 

 

以下の内容を報告して終了。 

 

１． 令和６年 第５回教育委員会定例会議の日程について 

 

議決事項 

議案第１５号 忠岡町立忠岡中学校生徒指導主事等の任命について 

議案第１６号 令和６年度忠岡町立義務教育諸学校教科用図書選定

委員会委員の任命等について 

議案第１７号 令和６年度忠岡町立義務教育諸学校教科用図書選定

委員会への諮問について  

議案第１８号 忠岡町教育委員会後援名義の使用申請について 

 

 

 


